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  証券コード 7532 

  平成18年９月13日 

株 主 各 位  

 東東東東東東東東 東東東東 14番１号 

 

 代表取締役社長 成 沢 潤 治 

第26期定時株主総会招集ご通知 

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、当社第26期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申し上げます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封

の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、折り返しご送付くださいますよう

お願い申し上げます。 

敬 具 

記 

１．日   時  平成18年９月28日（木曜日）午前10時 

２．場   所  東東東東東東東陽六東東３番３号 

ホテルイースト21東東 ３階 東陽の間 

(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) 

３．会議の目的事項 

報 告 事 項 １．第26期（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで） 

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連

結計算書類監査結果報告の件 

２．第26期（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで）計算

書類報告の件 

決 議 事 項 

第１号議案 剰余金の処分の件 

第２号議案 定款一部変更の件 

第３号議案 取締役６名選任の件 

第４号議案 監査役２名選任の件 

第５号議案 取締役の報酬額改定及びストックオプションの内容決定の件 

第６号議案 従業員等に対してストックオプションとして発行する新株予約

権の募集事項の決定を取締役会に委任する件 
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４．招集に当たっての決定事項 

◎代理人による議決権行使 

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１

名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代

理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。 

以 上                                      

 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、本株主総会招集通知に掲載しております事業報告、計算書類及び連結計

算書類並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社

ウェブサイト（アドレスhttp://www.donki.com/b/ir/）において周知させていた

だきます。 
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提供書面 
 

事 業 報 告 

平成17年７月１日から 
平成18年６月30日まで 

 

１．企業集団の現況 

(1)当連結会計年度の事業の状況 

①事業の経過及び成果 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、設備投資の増加に牽引される内

需や輸出を中心とした外需とも着実に回復を続けており、堅調な企業業績

が雇用と賃金に改善をもたらせております。 

 一方で、小売業界におきましては、昨年夏季の猛暑や冬季の厳寒といっ

た消費環境を押し上げる天候要因が現れた半面、春季以降は低温、多雨と

いった天候不順が続いたことから、一部で弱めの指標も見受けられ、依然

として厳しい経営環境で推移しました。 

 このような状況のもとで、当社グループは、「お客様第一主義」を実践

する業態創造企業として、高品質のアミューズメントとサービスによって、

お客様に「感激」していただける店作りを実現すべく、さまざまな施策の

取り組みを実行してまいりました。 

 お客様の消費マインドが、ますます多様化、個性化するニーズにお応え

すべく、時代に適応した売れ筋商品の確保や独自の商品提案力をより一層

強化しつつ、お客様に買い物本来の楽しみを発見していただけるように努

めてまいりました。 

 また、全国各地のひとりでも多くのお客様が「感動」し、「感激」して

いただけるよう、機動的かつ効率的な出店を推進するとともに、全国展開

を積極的に推進しながら、併せて社内体制をますます強化・充実させてま

いりました。 

 店舗の状況につきましては、新設が16店舗、閉店が１店舗で、15店舗の

増加となっております。新設店の内訳につきましては、東東に２店舗（宮

城県－パウ仙台南店・仙台台原店）、関東に８店舗（東東東－ピカソ東早

稲田店・青梅新町店・ピカソ清瀬東口店、千葉県－行徳駅前店、神奈東県

－日ノ出町店・横浜東口店、埼玉県－和光店・東所沢店）、中部に３店舗

（愛知県－半田店、静岡県－沼津店、長野県－パウ東中島店）、関東に３

店舗（大阪府－桜ノ宮店・新金岡店、和歌山県－ぶらくり東店）を開店し
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ております。なお、和光店（埼玉県）につきましては前期中に一旦閉店し

ましたが、営業再開したものであります。また、平成18年６月に東東河原

町店を閉店しております。この結果、期末店舗数は、122店舗（前連結会

計年度末107店舗）となり、米国ハワイ州において取得した４店舗を含め

ると126店舗となりました。 

 これらの結果、当連結会計年度におきましては、 

売 上 高 2,607億79百万円 （前連結会計年度比12.0％増） 

経 常 利 益  143億96百万円 （前連結会計年度比12.1％増） 

当期純利益  107億25百万円 （前連結会計年度比49.7％増） 

と引き続き、増収増益を達成することができました。 

 当連結会計年度の事業の種類別売上高の状況は次のとおりであります。 

期 別 第25期 

（平成17年６月期）

第26期 

（平成18年６月期）

事業の種類別 金 額 構成比 金 額 構成比

前期比 
増 減 

 百万円 ％ 百万円 ％ ％ 
ディスカウントストア事業  

家 電 製 品 47,976 20.6 51,531 19.8 7.4 

日 用 雑 貨 品 50,627 21.7 57,168 21.9 12.9 

食 品 45,126 19.4 49,282 18.9 9.2 

時計・ファッション用品 62,163 26.7 70,889 27.2 14.0 

スポーツ・レジャー用品 17,107 7.3 18,342 7.0 7.2 

そ の 他 5,046 2.3 4,674 1.8 △ 7.4 

海 外 － － 2,807 1.1 － 

小 計 228,045 98.0 254,693 97.7 11.7 

テ ナ ン ト 賃 貸 事 業 4,660 2.0 5,539 2.1 18.9 

そ の 他 事 業 73 0.0 547 0.2 644.4 

計 232,778 100.0 260,779 100.0 12.0 

 

②設備投資の状況 

 当連結会計年度における設備投資の総額は、前連結会計年度に引き続き、

積極的な店舗開発を行った結果、132億97百万円となりました。 

 その主な内訳は、当連結会計年度における16店舗の新規出店にかかる建

物・設備等への投資であります。 

③資金調達の状況 

 当連結会計年度中に実施した設備投資等の必要資金に充当するため、自

己資金及び金融機関からの借入金に加えて、平成18年２月から平成18年３

月にかけて合計25億円の社債を発行しました。 

項 東
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 平成12年９月26日及び平成13年９月26日開催の定時株主総会により、旧

商法第280条ノ19に基づいて付与された新株引受権方式のストックオプ

ションの権利行使並びに、平成14年９月25日及び平成15年９月25日開催の

定時株主総会により、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21に基づい

て付与された新株予約権の権利行使が、当連結会計年度中に６億24百万円

行われました。 

 また、当社は運転資金の効率的な調達を行うため、平成18年５月に取引

銀行12行との間でシンジケーション方式により総額100億円のコミットメ

ントライン契約を締結しております。なお、当連結会計年度におきまして

は、当該契約に基づく融資は実行されておりません。 

 

(2)直前３事業年度の財産及び損益の状況 

期  別

東  分 

第23期 
 

平成15年６月期

第24期 
 

平成16年６月期

第25期 
 

平成17年６月期

第26期 
(当連結会計年度) 
平成18年６月期 

売 上 高(百万円） 158,619 192,840 232,778 260,779 

経 常 利 益(百万円） 10,162 12,598 12,841 14,396 

当 期 純 利 益(百万円） 5,642 6,846 7,163 10,725 

１株当たり当期純利益(円） 557.02 348.83 336.74 474.93 

総 資 産(百万円） 93,411 126,774 150,048 167,534 

純 資 産(百万円） 32,233 41,738 52,128 72,741 

１株当たり純資産額(円） 3,178.94 2,003.60 2,398.50 3,055.29 

（注）１．第26期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用しております。 

２．第24期から旧「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第19

条の２に規定する連結計算書類を作成しております。第26期からは「会社

法」第444条に規定する連結計算書類を作成しております。従いまして第

23期の数値につきましては、同条第３項に規定する監査役及び会計監査人

の監査を受けていない連結計算書類に基づくものであります。 

３．１株当たり当期純利益は自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基

づき、１株当たり純資産額は自己株式を控除した期末発行済株式総数に基

づき算出しております。 

４．１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額の算出にあたっては、「１

株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１

株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第４号）を適用しております。 

５．平成15年８月20日に旧商法第218条第１項に基づく株式分割を行っており

ます。 
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(3)重要な親会社及び子会社の状況 

①親会社との関係 

 該当事項はありません。 

 

②重要な子会社の状況 

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主要な事業内容 

株式会社パウ・ 
クリエーション 10百万円 100％ テナント賃貸事業 

株式会社ドンキ情報館 180百万円 51％ 携帯電話機器販売(代行)事業 

株式会社ディワン 48百万円 100％ 不動産事業 

株式会社ドンキコム 450百万円 20％ システム開発・インターネット関連事業 

Don Quijote(USA)Co.，Ltd. 45百万ＵＳドル 100％ 
ディスカウントストア事業 

（総合小売業） 

Oriental Seafoods,Inc. 1百万ＵＳドル 100％（100％）
ディスカウントストア事業 
（鮮魚等の仕入・販売） 

（注）１．（ ）は間接所有割合で内数であります。 

２．株式会社ドンキコムについては、当社の出資比率は20％でありますが、支

配力基準により連結対象子会社としております。 

３．Don Quijote(USA)Co.,Ltd.（旧名 THE DAI'EI(USA),INC.）については、

当期において新たに取得したことにより、連結対象子会社としております。 

４．Oriental Seafoods,Inc.については、子会社であるDon Quijote (USA) 

Co., Ltd. の100％出資子会社であるため、連結対象子会社としておりま

す。 

 

③その他重要な関連会社の状況 

会 社 名 出 資 金 出 資 比 率 主要な事業活動 

銀河鉄道物語Ⅱ 
製 作 委 員 会 

499百万円 21％ 
アニメーション作品（銀
河鉄道物語Ⅱ）の製作 

 

④企業結合の成果 

 当社の連結対象子会社は、上記の重要な子会社の状況に記載した６社で

あり、持分法適用会社は１社であります。 

 当連結会計年度の売上高は2,607億79百万円（前連結会計年度比12.0％

増）であります。当期純利益は107億25百万円（同49.7％増）であります。 
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(4)対処すべき課題 

 個人消費の低迷や企業間競争の激化という逆風が吹く中で、当社グループ

は、本来のビジネスそのもので社会性を追求しながら、安定的に成長発展し

ていくため、経営資源を重点的に、かつ適正配分を行いながら、より一層の

努力を重ねてまいる所存であります。 

①環境対応 

 環境問題に対する当社グループの企業及び企業市民として取り組む施策

や姿勢につきましては、今後とも強い使命感をもって臨んでまいります。

すなわち、日常のボランティアな活動はもとより、地域住民との対話や連

携を強化しながら、地域との共生を図ってまいる所存であります。 

 また、深夜まで営業しているということから、店舗自体が、まさかのと

きの駆け込みスポットとして機能するなど、深夜営業だからこそできる地

域貢献を今後とも追求していく所存であります。 

 さらに、環境対応コストとして、経常利益の５％を予算化するなど、出

店地域の環境に配慮した最適な施策を実施してまいる所存であります。 

②新たなる業態創造への挑戦 

イ．商品構成の絶えざるリニューアル 

 消費者のニーズが多様化し、さらに個性化を強めている中で、当社

グループは、時代の要請に応じて、画一化、標準化されたルールにと

らわれることなく、機動的に商品構成の絶えざる見直しを行っていき

ます。 

ロ．柔軟な対応を可能とする店舗出店パターン 

 商圏規模や立地特性に合わせた店舗フォーマットで、全国展開を強

化推進しております。すなわち、当社グループの主力業態である「ド

ン・キホーテ店（売場面積約1,000～1,500㎡）」に加え、「ビッグ・

ドンキ（売場面積約2,000㎡）」と「スモール・ドンキ（店名＝ピカ

ソ、売場面積300～500㎡）」の３タイプであります。 

 さらに、これらを進化させて当社グループがプロデュースし、

「ビッグ・ドンキ」をアンカー・テナントとした異業種との複合型商

業施設「パウ」を、従来型ドン・キホーテ店と並ぶ支柱とすべく開発

を強化していく所存であります。 

ハ．後方支援システムの本格稼動と全国展開 

 基幹システムや物流システムはもとより、お客様一人ひとりの価値

観やライフサイクルにあわせた最適なサービス・商品を提供すること

により、顧客満足度を高めるためのＣＲＭ（カスタマー・リレーショ

ンシップ・マネジメント）システムを具現化させております。 

 これらの実施は、当社グループの全国展開を容易にしたことはもと

より、業務効率の改善やコストの削減、ひいては収益への貢献が期待
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できるものと確信しております。 

 

 肥沃なナイトマーケットを先駆的、かつ柔軟に開拓した当社グループは、

引き続き、顧客満足度の高い魅力的な店舗作りを推進し、高い競争優位性を

発揮してまいります。 

 そのうえで、以上の項東を重点的な課題として取り組み、より一層、株主

価値の高い企業となるべく、全力を傾注して邁進する所存であります。 

 株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻を賜り

ますよう、心からお願い申し上げます。 

 

(5)主要な事業内容（平成18年６月30日現在） 

 当社グループは、家電製品、日用雑貨品、食品、時計・ファッション用品

及びスポーツ・レジャー用品等の販売を行っております。東心近郊の住宅地

や郊外の主要幹線道路沿いに駐車場設備を有する店舗であることが特徴であ

り、販売方法は一般顧客に対し、直営店舗による現金小売販売を基本として

おります。 

 また、当社グループは「ビッグコンビニエンス＆ディスカウントストア」

としてチェーン展開を図っており、現在、日本国内に25東道府県122店舗、

米国ハワイ州に４店舗の合計126店舗を展開しております。 

 

(6)主要な事業所及び店舗（平成18年６月30日現在） 

①当社の主要な営業所 

本  社  東東東東東東東東 東東東東 14番１号 

新宿本社  東東東新宿東東新宿二東東６番１号新宿住友ビル 

店  舗  東 東 東 35店舗  神奈東県 15店舗 

埼 玉 県 ９店舗  千 葉 県 11店舗 

東 海 道 ５店舗  宮 城 県 ２店舗 

茨 城 県 １店舗  栃 木 県 １店舗 

群 馬 県 ２店舗  長 野 県 １店舗 

山 梨 県 １店舗  新 潟 県 １店舗 

石 東 県 １店舗  静 岡 県 ３店舗 

愛 知 県 ４店舗  東 東 府 １店舗 

奈 良 県 １店舗  大 阪 府 14店舗 

兵 庫 県 ５店舗  和歌山県 １店舗 

広 島 県 １店舗  香 東 県 １店舗 

福 岡 県 ４店舗  大 分 県 １店舗 

熊 本 県 １店舗 

 



 

－  － 
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②子会社の事業所 

株式会社パウ・クリエーション 東東東東東東東東 東東東東 14番１号 

株式会社ドンキ情報館     東東東東東東東東 東東東東 14番１号 

株式会社ディワン       東東東東東東東東 東東東東 14番１号 

株式会社ドンキコム      東東東東東東東東 東東東東 14番１号 

Don Quijote（USA）Co.，Ltd.  801 Kaheka St. Honolulu,Hawaii,USA 

Oriental Seafoods,Inc.    801 Kaheka St. Honolulu,Hawaii,USA 

（注）Don Quijote（USA）Co.，Ltd.は、米国ハワイ州において４店舗を営業してお

ります。 

 

(7)使用人の状況（平成18年６月30日現在） 

①企業集団の使用人数 

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 

2,417名 612名増 

（注）１．使用人数は就業人員であり、パートタイマー等の臨時使用人は含まれてお

りません。 

２．使用人数は、主として平成18年２月にDon Quijote（USA）Co.，Ltd.を連

結子会社化したこと、業容拡大に伴う定期採用及び中途採用により増加い

たしました。 

 

②当社の使用人数 

使 用 人 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数 

1,966名 403名増 29.7歳 2.8年 

（注）１．使用人数は就業人員であり、パートタイマー等の臨時使用人は含まれてお

りません。 

２．使用人数は、業容拡大に伴う定期採用及び中途採用により増加いたしまし

た。 

 

(8)主要な借入先の状況（平成18年６月30日現在） 

借 入 先 借 入 金 残 高 

株 式 会 社 り そ な 銀 行 3,801百万円 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,371 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,257 

株 式 会 社 三 菱 東 東 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,223 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,000 



 

－  － 
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２．会社の状況 

(1)株式の状況 

①発行可能株式総数 78,000,000株 

②発行済株式の総数 23,779,408株 

（注）１．平成12年９月26日開催の株主総会の特別決議により、旧商法第280条ノ19

の規定に基づき、付与された新株引受権方式のストックオプションの権利

行使による新株発行により、発行済株式の総数が45,400株、平成13年９月

26日開催の株主総会の特別決議により、旧商法第280条ノ19の規定に基づ

き、付与された新株引受権方式のストックオプションの権利行使による新

株発行により、発行済株式の総数が9,600株、平成14年９月25日開催の株

主総会の特別決議により、旧商法第280条ノ20並びに旧商法第280条ノ21の

規定に基づき、付与された新株予約権の権利行使による新株発行により、

発行済株式の総数が37,600株、平成15年９月25日開催の株主総会の特別決

議により、旧商法第280条ノ20並びに旧商法第280条ノ21の規定に基づき、

付与された新株予約権の権利行使による新株発行により、発行済株式の総

数が20,200株、それぞれ増加しております。 

２．転換社債等の株式への転換により、発行済株式の総数は1,655,445株増加

しております。 

③株主数 5,825名 

（注）前期末に比較して515名増加しております。 

④発行済株式の総数の10分の１以上の数の株式を保有する大株主 

当社への出資状況 
株 主 名 

持 株 数 出 資 比 率 

安 田 隆 夫 4,144,000株 17.45％ 

ラ  マ ン チ ャ 3,000,000 12.63 

（注）出資比率は自己株式（25,650株）を控除して計算しております。 

 



 

－  － 
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(2)新株予約権等の状況 

①当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状

況（平成18年６月30日現在） 

 旧商法に基づいて交付した新株予約権の状況は次のとおりです。 

イ．平成13年９月26日開催の定時株主総会の決議によるもの 

新株予約権の数 － 

新株予約権の東的である株式の数 19,600株 

新株予約権の払込金額 無償 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 4,290円 

新株予約権を行使することができる期間 

平成15年10月２日～平成19年10月１日 

新株予約権の行使の条件 

行使時において当社または、当社子会社の取締役、監査

役、執行役員または従業員であること。 

当社役員の保有状況 

東 分 新 株 予 約 権 の 数 東的である株式の数 保有者数 

取 締 役 
(社外取締役除く) ― 2,700株 1名 

社 外 取 締 役 ― ― ― 

監 査 役 ― ― ― 

ロ．平成14年９月25日開催の定時株主総会の決議によるもの 

（平成14年12月６日開催の取締役会決議によるもの） 

新株予約権の数      558個（新株予約権１個につき200株） 

新株予約権の東的である株式の数 111,600株 

新株予約権の払込金額 無償 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 5,085円 

新株予約権を行使することができる期間 

平成16年10月２日～平成20年10月１日 

新株予約権の行使の条件 

行使時において当社または、当社子会社の取締役、監査

役、執行役員または従業員であること。 

当社役員の保有状況 

東 分 新 株 予 約 権 の 数 東的である株式の数 保有者数 

取 締 役 
(社外取締役除く) 62個 12,400株 2名 

社 外 取 締 役 ― ― ― 

監 査 役 ― ― ― 



 

－  － 
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ハ．平成15年９月25日開催の定時株主総会の決議によるもの 

（平成15年11月11日開催の取締役会決議によるもの） 
新株予約権の数     1,727個（新株予約権１個につき100株） 

新株予約権の東的である株式の数 172,700株 

新株予約権の払込金額 無償 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 5,940円 

新株予約権を行使することができる期間 

平成17年10月２日～平成21年10月１日 

新株予約権の行使の条件 

行使時において当社または、当社子会社の取締役、監査

役、執行役員または従業員であること。 

当社役員の保有状況 

東 分 新 株 予 約 権 の 数 東的である株式の数 保有者数 

取 締 役 
(社外取締役除く) 70個 7,000株 2名 

社 外 取 締 役 ― ― ― 

監 査 役 ― ― ― 

ニ．平成16年９月28日開催の定時株主総会の決議によるもの 

（平成17年２月８日開催の取締役会決議によるもの） 

新株予約権の数     4,524個（新株予約権１個につき100株） 

新株予約権の東的である株式の数 452,400株 

新株予約権の払込金額 無償 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 5,910円 

新株予約権を行使することができる期間 

平成18年10月２日～平成28年10月１日 

新株予約権の行使の条件 

行使時において当社または、当社子会社の取締役、監査

役、執行役員または従業員であること。 

当社役員の保有状況 

東 分 新 株 予 約 権 の 数 東的である株式の数 保有者数 

取 締 役 
(社外取締役除く) 420個 42,000株 5名 

社 外 取 締 役 ― ― ― 

監 査 役 ― ― ― 

 



 

－  － 
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ホ．平成17年９月29日開催の定時株主総会の決議によるもの 

（平成18年４月10日開催の取締役会決議によるもの） 

新株予約権の数     6,434個（新株予約権１個につき100株） 

新株予約権の東的である株式の数 643,400株 

新株予約権の払込金額 無償 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 9,400円 

新株予約権を行使することができる期間 

平成19年10月２日～平成29年10月１日 

新株予約権の行使の条件 

行使時において当社または、当社子会社の取締役、監査

役、執行役員または従業員であること。 

当社役員の保有状況 

東 分 新 株 予 約 権 の 数 東的である株式の数 保有者数 

取 締 役 
(社外取締役除く) 620個 62,000株 5名 

社 外 取 締 役 ― ― ― 

監 査 役 ― ― ― 

 



 

－  － 
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②当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権

の状況（平成18年６月30日現在） 

 旧商法に基づいて交付した新株予約権の状況は次のとおりです。 

イ．平成17年９月29日開催の定時株主総会の決議によるもの 

（平成18年４月10日開催の取締役会決議によるもの） 

新株予約権の数     6,434個（新株予約権１個につき100株） 

新株予約権の東的である株式の数 643,400株 

新株予約権の払込金額 無償 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 9,400円 

新株予約権を行使することができる期間 

平成19年10月２日～平成29年10月１日 

新株予約権の行使の条件 

行使時において当社または、当社子会社の取締役、監査

役、執行役員または従業員であること。 

当社使用人等への交付状況 

東 分 新 株 予 約 権 の 数 東的である株式の数 交付者数 

当 社 取 締 役 620個 62,000株 5名 

当 社 使 用 人 5,373個 537,300株 527名 

子会社の役員及び使用人 441個 44,100株 55名 

 



 

－  － 
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(3)会社役員の状況（平成18年６月30日現在） 

①取締役及び監査役の状況 

役 職 名 氏 名 担当または主な職業 

代表取締役会長兼CEO 安 田 隆 夫  

代表取締役社長兼COO 成 沢 潤 治  

専務取締役兼CFO 髙 橋 光 夫 経営戦略本部長 

取 締 役 大 原 孝 治 会長室長 

取 締 役 久保田   清 業務本部長 

取 締 役 兼 C C O 稲 村 角 雄 経営支援本部長 

常 勤 監 査 役 高 橋 睦 男  

監 査 役 東 原  均 税理士 

監 査 役 上 野  勝 弁護士 

監 査 役 岩 出  誠 弁護士 

（注）１．監査役の４氏は社外監査役であります。 

２．当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。 

①地位の異動 

 異動後の地位 氏 名 異動前の地位 異 動 年 月 日 

 代表取締役会長兼CEO 安 田 隆 夫 代表取締役社長 平成17年９月29日 

 代表取締役社長兼COO 成 沢 潤 治 取締役副社長 平成17年９月29日 

 専務取締役兼CFO 髙 橋 光 夫 専 務 取 締 役 平成17年９月29日 

 取 締 役 兼 C C O 稲 村 角 雄 取 締 役 平成18年６月１日 

②就任 

監査役岩出 誠氏は、平成17年９月29日開催の第25期定時株主総会にお

いて新たに選任され、就任いたしました。 

③退任 

取締役房 広治氏は、平成17年７月31日付で辞任いたしました。 

 



 

－  － 
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②取締役及び監査役へ支払った報酬等の額 

取 締 役 監 査 役 計 
東 分 

支給人員 支 給 額 支給人員 支 給 額 支給人員 支 給 額 

定款または株主総会
決議に基づく報酬 8名 196百万円 4名 9百万円 12名 205百万円 

（注）１．当社の取締役に対し新株予約権を無償で発行いたしました。 

２．当事業年度中に発行した新株予約権につきましては「(2)新株予約権等の

状況」にて別途記載しております。 

３．第24回定時株主総会決議による報酬限度額 

取締役 年額 400百万円 

監査役 年額 100百万円 

４．期末現在の人数は、取締役６名及び監査役４名であります。 

 

(4)会計監査人の状況 

①名称 ビーエー東東監査法人 

②当事業年度に係る報酬等の額 18百万円 

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の

合計額 

18百万円 

（注）当社は会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と証券取引

法に基づく監査の監査報酬の額を東分しておりませんので、証券取引法に基づ

く監査報酬の額を含めて記載しております。 

                                      

（注）１．本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満の端数を東捨五入し

て、比率については表示単位未満の端数を東捨五入して、それぞれ表示し

ております。 

２．記載金額には消費税等は含まれておりません。 



 

－  － 
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連 結 貸 借 対 照 表 
（平成18年６月30日現在） 

（単位：百万円）
 資 産 の 部 負 債 の 部 

科 目 金 額 科 目 金 額 

流 動 負 債 46,446 

買 掛 金 26,197 

短 期 借 入 金 6,239 

一年内償還予定社債 4,061 

未 払 費 用 2,764 

未 払 法 人 税 等 2,649 

そ の 他 4,536 

固 定 負 債 48,347 

社 債 27,428 

転 換 社 債 9,090 

長 期 借 入 金 8,420 

役員退職慰労引当金 186 

負 の の れ ん 1,557 

そ の 他 1,666 

負 債 合 計 94,793 

純 資 産 の 部 

科 目 金 額 

株 主 資 本 72,064 

資 本 金 14,360 

資 本 剰 余 金 15,672 

利 益 剰 余 金 42,175 

自 己 株 式 △  143 

評価・換算差額等 511 

その他有価証券評価差額金 498 

為替換算調整勘定 13 

少数株主持分 166 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

た な 卸 資 産

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産 

有形固定資産 

建物及び構築物

器 具 備 品

土 地

そ の 他

無形固定資産 

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

79,742

27,792

2,617

44,400

1,282

1,576

2,081

△   6

87,792

58,767

33,239

5,127

20,367

34

2,460

26,565

7,285

870

1,429

248

14,713

2,073

△   53 純 資 産 合 計 72,741 

資 産 合 計 167,534 負債及び純資産合計 167,534 

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 



 

－  － 
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連 結 損 益 計 算 書 

平成17年７月１日から 
平成18年６月30日まで 

  （単位：百万円）
 

項 目 金 額 

売 上 高 260,779 

売 上 原 価 200,425 

売 上 総 利 益 60,354 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 48,500 

営 業 利 益 11,854 

営 業 外 収 益  

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 375  

情 報 機 器 使 用 料 1,320  

負 の の れ ん 償 却 額 490  

そ の 他 1,147 3,332 

営 業 外 費 用  

支 払 利 息 及 び 社 債 利 息 518  

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 94  

そ の 他 178 790 

経 常 利 益 14,396 

特 別 利 益  

関 係 会 社 株 式 売 却 益 4,592  

持 分 変 動 利 益 194  

そ の 他 124 4,910 

特 別 損 失  

減 損 損 失 1,194  

そ の 他 304 1,498 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 17,808 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,677 

法 人 税 等 調 整 額 △ 1,594 

当 期 純 利 益 10,725 

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 



 

－  － 
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連結株主資本等変動計算書 

平成17年７月１日から 
平成18年６月30日まで 

  （単位：百万円）

 株 主 資 本 
 

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計 

平成17年６月30日 残高 9,654 10,968 32,346 △ 1,515 51,453 

連結会計年度中の変動額   

新 株 の 発 行 4,706 4,704 － － 9,410 

剰 余 金 の 配 当 － － △  869 － △  869 

当 期 純 利 益 － － 10,725 － 10,725 

自 己 株 式 の 取 得 － － － △   9 △   9 

自 己 株 式 の 処 分 － － △  27 1,381 1,354 

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－ － － － － 

連結会計年度中の変動額合計 4,706 4,704 9,829 1,372 20,611 

平成18年６月30日 残高 14,360 15,672 42,175 △  143 72,064 

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 

 
その他有価証券 
評 価 差 額 金 

為 替 換 算
調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

少数株主持分 純 資 産 合 計 

平成17年６月30日 残高 675 － 675 － 52,128 

連結会計年度中の変動額   

新 株 の 発 行 － － － － 9,410 

剰 余 金 の 配 当 － － － － △  869 

当 期 純 利 益 － － － － 10,725 

自 己 株 式 の 取 得 － － － － △   9 

自 己 株 式 の 処 分 － － － － 1,354 

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△  177 13 △  164 166 2 

連結会計年度中の変動額合計 △  177 13 △  164 166 20,613 

平成18年６月30日 残高 498 13 511 166 72,741 

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 

 



 

－  － 
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連結注記表 

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

(1) 連結の範囲に関する事項 

① 連結子会社の状況 

連結子会社の数      ６社 

連結子会社の名称     株式会社パウ・クリエーション 

株式会社ドンキ情報館 

株式会社ディワン 

株式会社ドンキコム 

DonQuijote(USA)Co.,Ltd. 

Oriental Seafoods,Inc. 

 DonQuijote(USA)Co.,Ltd.(旧名THE DAI'EI(USA),INC.)及びOriental 

Seafoods,Inc.については、当連結会計年度において新たに取得したこ

とにより、連結子会社としております。 

 ㈱セルバンテス株式を、当上半期において新たに取得し、連結子会社

となりましたが、当下半期に所有株式全株を売却したため、損益及び資

金取引のみ連結対象としております。 

② 非連結子会社の状況 

非連結子会社等の数    ５社 

 非連結子会社等は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、

当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は

いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲

から除外しております。 

(2) 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数   １社 

関連会社の名称       銀河鉄道物語Ⅱ製作委員会 

（民法上の任意組合） 

 なお、同組合に対する出資金の会計処理は、組合の最近の計算書類に基

づき、持分相当額を純額で投資その他の資産の「投資有価証券」として計

上する方法によっております。 

 オリジン東秀㈱株式を当上半期において新たに取得し、持分法適用の関

連会社としておりましたが、当下半期に所有株式全株を売却したため、持

分法の範囲より除外しております。 

(3) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項 

① 連結の範囲の変更 

 当連結会計年度からDon Quijote (USA) Co., Ltd.及びOriental Seafoods,Inc. 

を連結の範囲に含めております。 

② 持分法の適用範囲の変更 

 該当事項はありません。 

 



 

－  － 
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(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項 
 連結子会社の決算日は以下を除き、連結決算日と一致しております。 

DonQuijote(USA)Co.,Ltd.   ３月最終土曜日 
Oriental Seafoods,Inc.   ３月最終土曜日 
（注）連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の計算書類を使

用しております。ただし、決算日以降から連結決算日６月30日ま
での期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を
行っております。 

(5) 会計処理基準に関する事項 
① 重要な資産の評価基準及び評価方法 
イ．有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式       移動平均法による原価法 
その他有価証券 
時価のある有価証券  決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
定） 

時価のない有価証券  移動平均法による原価法 
匿名組合出資金     匿名組合損益のうち、当社に帰属する持

分相当損益を「営業外損益」に計上する
とともに、「投資有価証券」を加減する
方法 

ロ．デリバティブの評価基準及び評価方法 
時価法 

ハ．たな卸資産の評価基準及び評価方法 
商    品 
当    社      売価還元法による原価法 

 ただし、商品の一部については、販売可能価額で評価換えを行って
おり、これによる評価損は売上原価に含めて処理しております。 
（当連結会計年度評価損計上額 427百万円） 
在外連結子会社     売価還元法による原価法 

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
イ．有形固定資産       定率法 
 当社及び国内連結子会社は定率法、また、在外連結子会社は定額法を
採用しております。ただし、当社及び国内連結子会社は、平成10年４月
１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法、
リース資産についてはリース期間定額法を採用しております。 
 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によってお
ります（リース資産を除く）。 

ロ．無形固定資産       定額法 
 なお、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法によっております。 

ハ．長期前払費用       定額法 



 

－  － 
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③ 重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金       売上債権、貸付金等の貸倒損失に備える

ため一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。在外連結子

会社については、主として、特定の債権

について、回収不能見込額を計上してお

ります。 

ロ．役員退職慰労引当金    役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社の内規に基づく期末要支給見積額を

計上しております。 

ハ．ポイント引当金      顧客に付与されたポイントの使用による

費用発生に備えるため、使用実績率に基

づき利用されると見込まれるポイントに

対しポイント引当金を計上しております。 

④ 重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

⑤ 連結計算書類の作成の基礎となった連結会社の計算書類の作成に当たっ

て採用した重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理しております。 

 なお、在外連結子会社の資産及び負債は在外連結子会社の決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は在外連結子会社の事業年度

における期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に含めております。 

⑥ のれんの償却の方法 

 のれんの償却については、その効果が発現する期間を個別に見積り、償

却期間を決定した上で均等償却しております。 

⑦ その他連結計算書類作成のための重要な事項 

(ｲ) 消費税等の会計処理    消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。 

(ﾛ) 在外連結子会社の会計基準 在外連結子会社は、所在国の会計基準に

より認められた方法によっております。 

(6) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

 



 

－  － 
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２．連結計算書類作成のための基本となる事項の変更 

(1) 連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 

 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお従来の「資本の部」の合計に相当する金額は72,575百万円であります。 

 会社計算規則の施行に伴う連結貸借対照表の表示に関する変更は以下のと

おりであります。 

① 前連結会計年度における「資本の部」は、当連結会計年度から「純資産

の部」となり、「純資産の部」は「株主資本」、「評価・換算差額等」及

び「少数株主持分」に分類して表示しております。 

② 前連結会計年度において独立して掲記しておりました「資本金」、「資

本剰余金」、「利益剰余金」及び「自己株式」は当連結会計年度において

は「株主資本」の内訳科目として表示しております。 

③ 前連結会計年度において「利益剰余金」の次に表示しておりました「株

式等評価差額金」は、当連結会計年度から「評価・換算差額等」の内訳科

目として表示しております。 

 

３．追加情報 

(1) ポイント引当金 

 顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため、使用実績

率に基づき翌期以降に利用されると見込まれるポイントに対し当連結会計年

度よりポイント引当金を計上しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益は45百万円それぞれ減少しております。 

(2) 負ののれん 

 当連結会計年度から、内閣府令第56号「財務諸表等の監査証明に関する内

閣府令等の一部を改正する内閣府令」（平成18年４月26日）により、改正後

の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令

第28号）を適用しております。 

 



 

－  － 
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４．連結貸借対照表に関する注記 

(1) 担保に供している資産 

① 建物及び構築物 333百万円 

② 土     地 2,619百万円 

合計 2,952百万円 

(2) 上記に対応する債務 

短 期 借 入 金 743百万円 

一年内返済予定長期借入金（短期借入金に含む） 1,786百万円 

長 期 借 入 金 3,780百万円 

合計 6,309百万円 

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 21,471百万円 

(4) 特別目的会社を利用したオペレーティング・リース契約により、店舗の土

地、構築物及び建物（新宿東口本店、六本木店、パウかわさき店、パウかし

わ店、パウ石切店、厚木店、パウ西宮店）を使用しております。 

(5) 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行とコミットメントライン

契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 
 コミットメントラインの総額 10,000百万円 

 借入実行残高 －百万円 

 差引額 10,000百万円 

 

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 発行済株式の総数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 
の 株 式 数 

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末 
の 株 式 数 

普通株式 22,011,163株 1,768,245株 －株 23,779,408株 

（注）発行済株式数の増加は、新株引受権及び新株予約権の権利行使ならびに転換社債の

転換による増加分であります。 

 

(2) 剰余金の配当に関する事項 

① 配当金支払額等 

イ．平成17年９月29日開催第25期定時株主総会決議による配当に関する事

項 

・配当金の総額       869百万円 

・１株当たり配当額     40円 

・基準日          平成17年６月30日 

・効力発生日        平成17年９月30日 



 

－  － 
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② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結

会計年度になるもの 

イ．平成18年９月28日開催第26期定時株主総会決議による配当に関する事

項 

・配当金の総額       1,188百万円 

・１株当たり配当額     50円 

・基準日          平成18年６月30日 

・効力発生日        平成18年９月29日 

 

(3) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項 

 平成12年９月26日取締役会決議分 平成13年９月26日取締役会決議分 

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

目的となる株式の数 41,000株 19,600株 

 
 平成14年12月６日取締役会決議分 平成15年11月11日取締役会決議分 

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

目的となる株式の数 111,600株 172,700株 

注：権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。 

 

６．１株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額 3,055円29銭 

(2) １株当たり当期純利益 474円93銭 

 

７．重要な後発事象に関する注記 

(1) 株式分割 

 平成18年５月９日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。 

① 分割の方法 

 平成18年６月30日（金曜日）最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載ま

たは記録された株主の所有株式１株につき３株の割合をもって分割する。 

② 分割により増加する株式数 

 普通株式とし、平成18年６月30日（金曜日）最終の発行済株式総数に２

を乗じた株式数とする。 



 

－  － 
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③ １株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度にお

ける１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の当連結会計年

度における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

799円50銭 1,018円43銭 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

112円25銭 158円31銭 

(2) 転換社債型新株予約権付社債の発行 

 当社は平成18年７月５日開催の当社取締役会決議に基づき、新規店舗の設

備投資資金及び短期借入金の返済資金を調達するため、2013年満期ユーロ円

建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債を次のとおり発行しておりま

す。 

① 銘柄 

2013年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債 

② 発行年月日 

2006年７月24日（ロンドン時間） 

③ 発行総額 

230億円 

④ 利率 

本社債には利息は付さない 

⑤ 満期償還日 

2013年７月24日（ロンドン時間） 

⑥ 転換条件 

イ．転換請求期間 

2006年８月７日から2013年７月10日まで（行使請求受付場所営業時間

（ロンドン時間）） 

ロ．転換価額 

１株当たり3,571円 

ハ．発行株式 

当社普通株式 

ニ．資本組入額 

１株当たり1,786円 



 

－  － 
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(3) 重要な営業の譲受 
 当社は、平成18年６月２日開催の取締役会において、ナカイ株式会社との
間で、同社における営業店舗のうち15店舗に係る資産等を譲り受けることに
ついて、下記のとおり営業譲渡契約書を締結しております。 
① 譲受の趣旨 
 当社は、主力業態の「ドン・キホーテ」、複合商業施設「パウ」及び小
型店「ピカソ」という３タイプの店舗名で、首都圏を中心に全国25都道府
県で122店舗を展開しておりますが、今後も未進出エリアにおける店舗開
発を促進し、新規顧客の獲得により、さらなる業績拡大を目指しておりま
す。 
 一方、ナカイ株式会社は、事業の効率化により収益体質の一層の強化を
図るため、従来の店舗網を見直し、四国地区に経営資源を集中させ収益力
を高めるとのことから、同社における四国地域以外の15店舗を、一括して
譲り受けることになりました。 

② 譲り受ける相手先会社の概要 

名 称 ナカイ株式会社 

主 な 事 業 内 容 住宅関連商品及び生活関連商品の小売販売事業 

設 立 年 月 昭和41年１月 

本 店 所 在 地 徳島県徳島市沖浜東３丁目62番地 

代 表 者 代表取締役社長  中飯静雄 

資 本 の 額 3,596百万円 

売 上 高 7,604百万円（平成18年３月期） 

当 社 と の 関 係 資本関係・人的関係はありません。 

③ 譲受対象店舗の業績 
 平成18年３月期（平成17年４月１日～平成18年３月31日）における譲受
対象店舗の損益状況は次のとおりであります。 

科 目 金額（百万円） 

売 上 高 4,123 

営 業 損 失 229 

※上記数値は、店舗損益の単純合計であり、本部経費付加調整前の業績でありま
す。 
④ 譲受対象店舗等の資産、負債の項目 
 譲り受ける資産は、対象店舗の有形固定資産、敷金・保証金、棚卸資
産・商品在庫等とし、負債の譲受は行いません。 

⑤ 譲受価額及び決済方法 
イ．譲受価額         約29億円を予定しております。 
ロ．決済方法         ナカイ株式会社の定時株主総会（平成18

年６月29日開催）において承認された後、
個別店舗毎に順次譲り受け、その代金は、
現金で決済いたします。 



 

－  － 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 

 独立監査人の監査報告書  

 平成18年８月29日 

 株式会社ドン・キホーテ  

 取締役会 御中  

 ビーエー東京監査法人  

 

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 原  伸 之 

業務執行社員 公認会計士 末 川  修 
  

 

 
 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ドン・キホーテの平

成17年７月１日から平成18年６月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について

監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかど

うかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営

者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、株式会社ドン・キホーテ及び連結子会社から成る企業集団

の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。 

 

追記情報 

(1) 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は１株につき３株の割

合で株式分割を行っている。 

(2) 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社はユーロ円建転換制限

条項付転換社債型新株予約権付社債を発行している。 

(3) 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は重要な営業の譲受に

ついて営業譲渡契約書の締結を行っている。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。 

以 上 

 



 

－  － 
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本 

 連結計算書類に係る監査報告書  

 当監査役会は、平成17年７月１日から平成18年６月30日までの第26期事業

年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本

等変動計算書及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報告書に

基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作

成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

 監査役会は、監査の方針、業務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。 

 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、連結

計算書類について取締役等から報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているか、監査の品質管理に関する審査等が適正に機能しているかについ

ては、会計監査人から会社計算規則第159条に基づく通知を受け、必要に

応じて説明を求め検証した結果、指摘すべき事項はない旨を確認し、当該

事業年度に係る連結計算書類について会計監査人からその職務の遂行状況

について報告を受け必要に応じて説明を求め、これらに基づき検討いたし

ました。 

２．監査の結果 

 会計監査人ビーエー東京監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。 

 

 

 平成18年９月１日  

 株式会社ドン・キホーテ 監査役会  

 

常勤監査役 高 橋 睦 男  

監 査 役 江 原  均  

監 査 役 上 野  勝  

監 査 役 岩 出  誠  
  

 

 
（注）監査役は、いずれも会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役

であります。 

 

 



 

－  － 
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貸 借 対 照 表 
（平成18年６月30日現在） 

（単位：百万円）
 資 産 の 部 負 債 の 部 

科 目 金 額 科 目 金 額 

流 動 負 債 43,846 

買 掛 金 25,321 

短 期 借 入 金 6,179 

一年内償還予定社債 4,061 

未 払 金 2,452 

未 払 費 用 2,420 

未 払 法 人 税 等 2,239 

そ の 他 1,174 

固 定 負 債 45,607 

社 債 27,428 

転 換 社 債 9,090 

長 期 借 入 金 7,900 

役員退職慰労引当金 186 

そ の 他 1,003 

負 債 合 計 89,453 

純 資 産 の 部 

科 目 金 額 

株 主 資 本 71,188 

資 本 金 14,360 

資 本 剰 余 金 15,672 

資 本 準 備 金 15,672 

利 益 剰 余 金 41,299 

利 益 準 備 金 23 

その他利益剰余金 41,276 

別途積立金 29,400 

繰越利益剰余金 11,876 

自 己 株 式 △  143 

換算・評価差額等 462 

その他有価証券評価差額金 462 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産 

有形固定資産 

建 物

構 築 物

器 具 備 品

土 地

そ の 他

無形固定資産 

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 保 証 金

保 険 積 立 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

75,808

22,085

3,570

43,154

1,358

1,455

2,937

1,255

△   6

85,295

52,100

24,191

3,170

4,592

20,125

22

2,279

30,916

6,940

3,569

870

2,360

1,310

158

14,022

1,838

214

△  365 純 資 産 合 計 71,650 

資 産 合 計 161,103 負債及び純資産合計 161,103 

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 



 

－  － 
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損 益 計 算 書 

平成17年７月１日から 
平成18年６月30日まで 

  （単位：百万円）
 

項 目 金 額 

売 上 高 254,688 

売 上 原 価 194,191 

売 上 総 利 益 60,497 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 48,823 

営 業 利 益 11,674 

営 業 外 収 益  

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 358  

情 報 機 器 使 用 料 1,320  

そ の 他 1,167 2,845 

営 業 外 費 用  

支 払 利 息 及 び 社 債 利 息 510  

そ の 他 174 684 

経 常 利 益 13,835 

特 別 利 益  

関 係 会 社 受 取 配 当 金 3,703  

関 係 会 社 株 式 売 却 益 2,523  

そ の 他 124 6,350 

特 別 損 失  

減 損 損 失 1,008  

関 係 会 社 株 式 評 価 損 3,434  

関係会社貸付金貸倒引当金繰入額 325  

そ の 他 270 5,037 

税 引 前 当 期 純 利 益 15,148 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,458 

法 人 税 等 調 整 額 △  232 

当 期 純 利 益 9,922 

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 



 

－  － 
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株主資本等変動計算書 

平成17年７月１日から 
平成18年６月30日まで 

  （単位：百万円）

 株 主 資 本 

資本剰余金 利 益 剰 余 金 

その他利益剰余金
 

資 本 金
資本準備金

資本剰余金
合   計 

利益準備金
別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

利益剰余金
合   計

自己株式 
株主資本 
合  計 

平成17年６月30日 残高 9,654 10,968 10,968 23 22,900 9,350 32,273 △ 1,515 51,380 

事業年度中の変動額    

新 株 の 発 行 4,706 4,704 4,704  9,410 

剰余金の配当  △  869 △  869  △  869 

当 期 純 利 益  9,922 9,922  9,922 

自己株式の取得  △   9 △   9 

自己株式の処分  △  27 △  27 1,381 1,354 

別途積立金の積立  6,500 △ 6,500  － 

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の変動額 (純額 )

   

事業年度中の変動額合計 4,706 4,704 4,704 － 6,500 2,526 9,026 1,372 19,808 

平成18年６月30日 残高 14,360 15,672 15,672 23 29,400 11,876 41,299 △  143 71,188 

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等    

 
その他有価証券 
評 価 差 額 金 

評 価 ・ 換 算 
差 額 等 合 計 

純 資 産 合 計
   

平成17年６月30日 残高 675 675 52,055  

事業年度中の変動額    

新 株 の 発 行   9,410  

剰余金の配当   △  869  

当 期 純 利 益   9,922  

自己株式の取得   △   9  

自己株式の処分   1,354  

別途積立金の積立   －  

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の変動額 (純額 )

△  213 △  213 △  213  

事業年度中の変動額合計 △  213 △  213 19,595  

平成18年６月30日 残高 462 462 71,650  

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 



 

－  － 
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個 別 注 記 表 

１．重要な会計方針に係る事項 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のある有価証券   決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定） 

時価のない有価証券   移動平均法による原価法 

匿名組合出資金      匿名組合損益のうち、当社に帰属する持

分相当損益を「営業外損益」に計上する

とともに、「投資有価証券」を加減する

方法 

② デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商    品       売価還元法による原価法 

 ただし、商品の一部については、販売可能価額で評価換えを行ってお

り、これによる評価損は売上原価に含めて処理しております。 

（当期評価損計上額 427百万円） 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産        定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

については定額法、リース資産についてはリース期間定額法を採用してお

ります。 

 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっており

ます（リース資産を除く）。 

② 無形固定資産        定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

③ 長期前払費用        定額法 

(3) 繰延資産の処理方法 

① 新株発行費        支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

② 社債発行費        支出時に全額費用として処理しておりま

す。 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

（34）／ 2006/09/07 17:17（2006/09/07 17:17）／ 2k_06316358_03_os2ドンキホーテ様_招集_貸借対照表_P.doc 

34

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金        売上債権、貸付金等の貸倒損失に備える

ため一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

② 役員退職慰労引当金     役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社の内規に基づく期末要支給見積額を

計上しております。 

③ ポイント引当金       顧客に付与されたポイントの使用による

費用発生に備えるため、使用実績率に基

づき利用されると見込まれるポイントに

対しポイント引当金を計上しております。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

(6) その他計算書類作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理     税抜方式によっております。 

 

２．会計処理の変更 

(1) 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお従来の「資本の部」の合計に相当する金額は71,650百万円であります。 

 会社計算規則の施行に伴う貸借対照表の表示に関する変更は以下のとおり

であります。 

① 前事業年度における「資本の部」は、当事業年度から「純資産の部」と

なり、「純資産の部」は「株主資本」及び「評価・換算差額等」に分類し

て表示しております。 

② 前事業年度において独立して掲記しておりました「資本金」、「資本剰

余金」、「利益剰余金」及び「自己株式」は当事業年度においては「株主

資本」の内訳科目として表示しております。 



 

－  － 
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③ 前事業年度において「利益剰余金」の次に表示しておりました「株式等

評価差額金」は、当事業年度から「評価・換算差額等」の内訳科目として

表示しております。 

 

３．追加情報 

ポイント引当金 

 顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため、使用実績率

に基づき翌期以降に利用されると見込まれるポイントに対し当事業年度よりポ

イント引当金を計上しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は45百万円それぞれ減少しております。 

 

４．貸借対照表に関する注記 

(1) 担保に供している資産 

① 建     物 333百万円 

② 土     地 2,619百万円 

 合計 2,952百万円 

(2) 上記に対応する債務 

短 期 借 入 金 743百万円 

一年内返済予定長期借入金（短期借入金に含む） 1,786百万円 

長 期 借 入 金 3,780百万円 

 合計 6,309百万円 

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 15,084百万円 

(4) 特別目的会社を利用したオペレーティング・リース契約により、店舗の土

地、構築物及び建物（新宿東口本店、六本木店、パウかわさき店、パウかし

わ店、パウ石切店、厚木店、パウ西宮店）を使用しております。 

(5) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。 

① 短期金銭債権 5,891百万円 

② 長期金銭債権 3,963百万円 

③ 短期金銭債務 675百万円 

④ 長期金銭債務 748百万円 

(6) 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行とコミットメントライン

契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 
 コミットメントラインの総額 10,000百万円 

 借入実行残高 －百万円 

 差引額 10,000百万円 

 



 

－  － 
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５．損益計算書に関する注記 
(1) 関係会社との取引高 

営業取引による取引高 
売 上 高 1,609百万円 
仕 入 高 4百万円 
販売費及び一般管理費 3,229百万円 

営業取引以外の取引高 3,895百万円 
(2) 関係会社株式売却益は、オリジン東秀㈱株式を売却したことによるもので
あります。 

(3) 関係会社受取配当金は、㈱セルバンテスからの利益配当によるものであり
ます。 

(4) 減損損失 
 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上
しました。 

   （単位：百万円）

場 所 用 途 種 類 減 損 損 失 

関 東 店 舗 設 備 建物及び構築物、土地等 216 

北 海 道 店 舗 設 備 建物及び構築物 142 

関 東 遊 休 施 設 その他 650 

 当社は、各店舗を基本単位としてグルーピングしております。 
 営業活動から生じる損益が、継続してマイナスとなる店舗と地価の著しく
下落している資産及び遊休状態であり今後使用見込みのない設備について減
損を認識し、各資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減
損損失（1,008百万円）として計上いたしました。 
 その主な内訳は、建物302百万円、構築物36百万円、土地20百万円、その
他650百万円であります。 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値または正味売却価額
で測定しております。回収可能価額を正味売却価額で測定している場合には、
不動産鑑定士による鑑定評価額等に基づいて算出しており、回収可能価額を
使用価値で測定している場合には、将来キャッシュ・フローを６％で割り引
いて算出しております。 

(5) 関係会社株式評価損は、関係会社㈱セルバンテス株式を実質価額で評価替
えしたものであります。 

(6) 関係会社貸付金貸倒引当金繰入額は、財務の健全性を図るため、関係会社
㈱ドンキ情報館への貸付金を引き当てしたものであります。 

 
６．株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の数に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 
の 株 式 数 

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末 
の 株 式 数 

普通株式 277,464株 986株 252,800株 25,650株 

（注）１．自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。 

２．自己株式の数の減少は、ストックオプションの権利行使による減少分でありま

す。 



 

－  － 
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７．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 
 流動資産「繰延税金資産」  

 未払事業税否認額 253百万円 

 賞与引当金損金算入限度超過額 45百万円 

 たな卸資産 882百万円 

 その他 275百万円 

  繰延税金資産（流動）合計 1,455百万円 

 固定資産「繰延税金資産」  

 役員退職慰労引当金否認額 75百万円 

 減価償却限度超過額 97百万円 

 投資有価証券評価損否認額 90百万円 

 減損損失 137百万円 

 その他 87百万円 

  繰延税金資産（固定）合計 486百万円 

 固定負債「繰延税金負債」  

 その他有価証券評価差額金 △ 316百万円 

 その他 △  12百万円 

 繰延税金負債（固定）合計 △ 328百万円 

 繰延税金資産（固定）純額 158百万円 

 

８．リース取引に関する注記 

① 特別目的会社を用いたリース取引 
 (1) リース物件の取得価額相当額  

 土地取得価額相当額 11,567百万円 

 建物取得価額相当額 7,024百万円 

 構築物取得価額相当額 132百万円 

 (2) 支払リース料 2,238百万円 

(3) 残価保証額         当事業年度末における残価保証による潜

在的な最大支払額は2,005百万円であり

ます。 

② オペレーティング・リース取引（特別目的会社を用いたリース取引） 
 未経過リース料   

 １ 年 内 2,311百万円  

 １ 年 超 13,509百万円  

 計 15,820百万円  

 
 



 

－  － 
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９．１株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額 3,016円37銭 

(2) １株当たり当期純利益 439円35銭 

 

10．重要な後発事象に関する注記 

(1) 株式分割 

 平成18年５月９日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。 

① 分割の方法 

 平成18年６月30日（金曜日）最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載ま

たは記録された株主の所有株式１株につき３株の割合をもって分割する。 

② 分割により増加する株式数 

 普通株式とし、平成18年６月30日（金曜日）最終の発行済株式総数に２

を乗じた株式数とする。 

③ １株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における

１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の当事業年度におけ

る１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

798円38銭 1,005円46銭 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

111円92銭 146円45銭 

(2) 転換社債型新株予約権付社債の発行 

 当社は平成18年７月５日開催の当社取締役会決議に基づき、新規店舗の設

備投資資金及び短期借入金の返済資金を調達するため、2013年満期ユーロ円

建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債を次のとおり発行しておりま

す。 

① 銘柄 

2013年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債 

② 発行年月日 

2006年７月24日（ロンドン時間） 

③ 発行総額 

230億円 

④ 利率 

本社債には利息は付さない 



 

－  － 
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⑤ 満期償還日 

2013年７月24日（ロンドン時間） 

⑥ 転換条件 

イ．転換請求期間 

2006年８月７日から2013年７月10日まで（行使請求受付場所営業時間

（ロンドン時間）） 

ロ．転換価額 

１株当たり3,571円 

ハ．発行株式 

当社普通株式 

ニ．資本組入額 

１株当たり1,786円 

(3) 重要な営業の譲受 

 当社は、平成18年６月２日開催の取締役会において、ナカイ株式会社との

間で、同社における営業店舗のうち15店舗に係る資産等を譲り受けることに

ついて、下記のとおり営業譲渡契約書を締結しております。 

① 譲受の趣旨 

 当社は、主力業態の「ドン・キホーテ」、複合商業施設「パウ」及び小

型店「ピカソ」という３タイプの店舗名で、首都圏を中心に全国25都道府

県で122店舗を展開しておりますが、今後も未進出エリアにおける店舗開

発を促進し、新規顧客の獲得により、さらなる業績拡大を目指しておりま

す。 

 一方、ナカイ株式会社は、事業の効率化により収益体質の一層の強化を

図るため、従来の店舗網を見直し、四国地区に経営資源を集中させ収益力

を高めるとのことから、同社における四国地域以外の15店舗を、一括して

譲り受けることになりました。 

② 譲り受ける相手先会社の概要 

名 称 ナカイ株式会社 

主 な 事 業 内 容 住宅関連商品及び生活関連商品の小売販売事業 

設 立 年 月 昭和41年１月 

本 店 所 在 地 徳島県徳島市沖浜東３丁目62番地 

代 表 者 代表取締役社長  中飯静雄 

資 本 の 額 3,596百万円 

売 上 高 7,604百万円（平成18年３月期） 

当 社 と の 関 係 資本関係・人的関係はありません。 



 

－  － 
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③ 譲受対象店舗の業績 

 平成18年３月期（平成17年４月１日～平成18年３月31日）における譲受

対象店舗の損益状況は次のとおりであります。 

科 目 金額（百万円） 

売 上 高 4,123 

営 業 損 失 229 

※上記数値は、店舗損益の単純合計であり、本部経費付加調整前の業績でありま

す。 

④ 譲受対象店舗等の資産、負債の項目 

 譲り受ける資産は、対象店舗の有形固定資産、敷金・保証金、棚卸資

産・商品在庫等とし、負債の譲受は行いません。 

⑤ 譲受価額及び決済方法 

イ．譲 受 価 額       約29億円を予定しております。 

ロ．決 済 方 法       ナカイ株式会社の定時株主総会（平成18

年６月29日開催）において承認された後、

個別店舗毎に順次譲り受け、その代金は、

現金で決済いたします。 

 
 



 

－  － 
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会計監査人の監査報告書 謄本 

 独立監査人の監査報告書  

 平成18年８月29日 

 株式会社ドン・キホーテ  

 取締役会 御中  

 ビーエー東京監査法人  

 

代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 原  伸 之 

業務執行社員 公認会計士 末 川  修 
  

 

  当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ドン・キホー

テの平成17年７月１日から平成18年６月30日までの第26期事業年度の計算書類、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明

細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期

間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。 

 

追記情報 

(1) 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は１株につき３株の割

合で株式分割を行っている。 

(2) 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社はユーロ円建転換制限

条項付転換社債型新株予約権付社債を発行している。 

(3) 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は重要な営業の譲受に

ついて営業譲渡契約書の締結を行っている。 

 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。 

以 上 

 



 

－  － 
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監査役会の監査報告書 謄本 

 監 査 報 告 書  

 当監査役会は、平成17年７月１日から平成18年６月30日までの第26期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した
意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
 監査役会は、監査の方針、業務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。 
 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を
調査しました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、会社法第362条第４項第６
号及び会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制について、その取締役会の決議の
内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の構築及び運用状況につ
いて監視及び検証いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等との意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 
 以上の方法に基づき当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしま
した。 
 また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか、監査の品質
管理に関する審査等が適正に機能しているかについては、会計監査人から会社計算規則第159条
に基づく通知を受け、必要に応じて説明を求めた結果、指摘すべき事項はない旨を確認し、当
該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表）及びその附属明細書について会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け必要
に応じて説明を求め、これらに基づき検討いたしました。 
 

２．監査の結果 
(1）事業報告等の監査結果 
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。 

二 取締役の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。 

三 内部統制システムの整備に関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また当
該内部統制システムに関する取締役の職務遂行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 
 会計監査人ビーエー東京監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

 

 平成18年９月１日  

 株式会社ドン・キホーテ 監査役会  

 

常勤監査役 高 橋 睦 男  
監 査 役 江 原  均  
監 査 役 上 野  勝  

監 査 役 岩 出  誠  
  

 

 （注）監査役は、いずれも会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役でありま
す。 

 

以 上 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

（43）／ 2006/09/07 17:17（2006/09/07 17:17）／ 2k_06316358_04_os2ドンキホーテ様_招集_参考書類_P.doc 

43

 
株主総会参考書類 

 

第１号議案 剰余金の処分の件 

 剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。 

１．期末配当に関する事項 

 第26期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を

勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。 

(1) 配当財産の種類 

 金銭といたします。 

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 

 当社普通株式１株につき金50円といたしたいと存じます。 

 なお、この場合の配当総額は1,187,687,900円となります。 

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 

平成18年９月29日 

２．剰余金の処分に関する事項 

(1) 増加する剰余金の項目とその額 

別途積立金 6,500,000,000円 

(2) 減少する剰余金の項目とその額 

繰越利益剰余金 6,500,000,000円 

 

第２号議案 定款一部変更の件 

１．変更の理由 

(1) 今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に新たな事業目

的を追加するものであります。 

(2) 当社は、本社機能の大部分が平成17年６月より新宿本社（東京都新宿区

西新宿二丁目６番１号）に移っております。このたび、業務効率化とコス

ト削減を図るべく本社機能を新宿本社に集約化し、あわせて商業登記簿上

の本のののの（現行の東京都ののの区の 西の丁目 14番１号）を新宿本社

のののに変更することといたしました。 

(3) 株主の皆様の利便性向上を図るため、変更案第10条（単元未満株主の売

渡請求）を新設し、単元未満株式の買増制度を採用するものであります。 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

（44）／ 2006/09/07 17:17（2006/09/07 17:17）／ 2k_06316358_04_os2ドンキホーテ様_招集_参考書類_P.doc 

44

(4) 「会社法」（平成17年法律第86号）が平成18年５月１日に施行されたこ

とに伴い、当社現行定款につき、次のとおりの要の変更を行うものであり

ます。 

① 単元未満株式の管理の効率化を図るため、権利を限定するための規定

を新設するものであります（変更案第11条）。 

② インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い株

主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、株主の皆様

にみなし提供できるようにするための規定を新設するものであります

（変更案第16条）。 

③ 取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会における決議事項につ

いて、取締役会を開催せずに決議があったものとみなすことを可能とす

るための規定を新設するものであります（変更案第28条）。 

④ 社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、社外監

査役との間に責任限定契約を締結することを可能にするための規定を新

設するものであります（変更案第42条）。 

⑤ その他、会社法の施行に伴い、規定の整備、条文の加除に伴う条数の

変更等の要の変更を行うものであります。 

 



 

－  － 
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２．変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 
   （下線は変更箇のを示します）
 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総  則 第１章 総  則 

（商号） （商号） 

第１条 当会社は、株式会社ドン・キホー

テ と 称 し 、 英 文 で は 、 Don 

Quijote Co.,Ltd.と表示する。 

第１条 当会社は、株式会社ドン・キホー

テ と 称 し 、 英 文 で は 、 Don 

Quijote Co.,Ltd.と表示する。 

（目的） （目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを

目的とする。 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを

目的とする。 

１．日用品雑貨、家具、寝具、インテ

リア用品の販売 

１．日用品雑貨、家具、寝具、インテ

リア用品の販売 

２．家庭用電気機械器具、情報通信機

器、電子計算機器、家庭用ガス機

器・石油機器、冷暖房設備機器、

給排水設備器具、給湯設備器具、

消火設備器具の販売及び修理 

２．家庭用電気機械器具、情報通信機

器、電子計算機器、家庭用ガス機

器・石油機器、冷暖房設備機器、

給排水設備器具、給湯設備器具、

消火設備器具の販売及び修理 

３．衣料品、洋品雑貨、小間物、靴、

履物の販売 

３．衣料品、洋品雑貨、小間物、靴、

履物の販売 

４．自動車、自動車用付属品、自転車

の販売及び修理並びに加工 

４．自動車、自動車用付属品、自転車

の販売及び修理並びに加工 

５．建築資材、塗料、木材、電気工事

器具・工具、建築用工具の販売 

５．建築資材、塗料、木材、電気工事

器具・工具、建築用工具の販売 

６．ペット、ペット用品、園芸用樹

木、草木類及び園芸用材料、肥

料、飼料、工業用薬品、動物用医

薬品の販売 

６．ペット、ペット用品、園芸用樹

木、草木類及び園芸用材料、肥

料、飼料、工業用薬品、動物用医

薬品の販売 

７．玩具、文房具、書籍、事務用品、

スポーツ用品、釣用品、レコー

ド、オーディオソフト、ビデオソ

フト、楽器の販売 

７．玩具、文房具、書籍、事務用品、

スポーツ用品、釣用品、レコー

ド、オーディオソフト、ビデオソ

フト、楽器の販売 

８．医薬品、医薬部外品、医療機器、

健康機器、衛生用品、化粧品、度

量衡器の販売 

８．医薬品、医薬部外品、医療機器、

健康機器、衛生用品、化粧品、度

量衡器の販売 

９．貴金属、宝石、眼鏡、光学機器、

美術工芸品の販売 

９．貴金属、宝石、眼鏡、光学機器、

美術工芸品の販売 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

10．食料品、酒類、飲料水、穀物、

塩、煙草、切手、印紙、テレホン

カード、商品券、高速道路券等の

販売 

10．食料品、酒類、飲料水、穀物、

塩、煙草、切手、印紙、テレホン

カード、商品券、高速道路券等の

販売 

11．前各号各商品の卸売、評価鑑定、

通信販売、古物の販売、レンタル

業並びに輸出入業 

11．前各号各商品の卸売、評価鑑定、

通信販売、古物の販売、レンタル

業並びに輸出入業 

12．前各号の業務を目的とする企業に

対する経営指導 

12．前各号の業務を目的とする企業に

対する経営指導 

13．飲食の、スポーツ施設、カラオケ

ボックス、ゲームセンター等の娯

楽施設、遊技場の経営 

13．飲食の、スポーツ施設、カラオケ

ボックス、ゲームセンター等の娯

楽施設、遊技場の経営 

14．コンピューターのソフトウェアの

制作及び販売並びに賃貸 

14．コンピューターのソフトウェアの

制作及び販売並びに賃貸 

15．不動産の賃貸・売買・仲介・管理

及び駐車場の経営 

15．不動産の賃貸・売買・仲介・管理

及び駐車場の経営 

16．損害保険代理業、生命保険の募集

業務 

16．損害保険代理業、生命保険の募集

業務 

17．宅配便、写真現像・焼付・引伸、

クリーニング、乗車券販売、航空

券販売、映画・演劇・音楽会・ス

ポーツの観覧券販売等の委託取次

業務 

17．宅配便、写真現像・焼付・引伸、

クリーニング、乗車券販売、航空

券販売、映画・演劇・音楽会・ス

ポーツの観覧券販売等の委託取次

業務 

18．電気、ガス、水道、電話及び放送

受信に関する料金の受託収納代行

18．電気、ガス、水道、電話及び放送

受信に関する料金の受託収納代行 

19．工業の有権、著作権等の無体財産

権、ノウハウ、システムエンジニ

アリングその他ソフトウェアの企

画、取得、保全、利用及び販売業

19．工業の有権、著作権等の無体財産

権、ノウハウ、システムエンジニ

アリングその他ソフトウェアの企

画、取得、保全、利用及び販売業 

20．各種情報提供サービス業 20．各種情報提供サービス業 

21．カタログ通信販売業 21．カタログ通信販売業 

（新 設） 22．広告、出版・印刷、映像、音声等

のメディアの企画、制作、宣伝及

び販売 

（新 設） 23．質屋営業及び貸金業 

（新 設） 24．旅行業法に基づく旅行業 

22．前各号に附帯する一切の業務 25．前各号に附帯する一切の業務 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

（本ののののの） （本ののののの） 

第３条 当会社は、本のを東京都ののの区

に置く。 

第３条 当会社は、本のを東京都新宿区に

置く。 

（新 設） （機関） 

 第４条 当会社は、株主総会及び取締役の

ほか、次の機関を置く。 

 (1) 取締役会 

 (2) 監査役 

 (3) 監査役会 

 (4) 会計監査人 

（公告の方法） （公告方法） 

第４条 当会社の公告は、電子公告により

行う。ただし、電子公告を行うこ

とができない事故その他のやむを

えない事由が生じたときは、日本

経済新聞に掲載してする。 

第５条 当会社の公告は、電子公告により

行う。ただし、電子公告を行うこ

とができない事故その他のやむを

えない事由が生じたときは、日本

経済新聞に掲載する方法により行

う。 

第２章 株  式 第２章 株  式 

（株式の総数） （発行可能株式総数） 

第５条 当会社が発行する株式の総数は、

234,000,000株とする。ただし、

株式の消却が行われた場合には、

これに相当する株式数を減ずる。

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

234,000,000株とする。 

（自己株式の取得） （自己の株式の取得） 

第６条 当会社は、商法第211条ノ３第１

項第２号の規定により、取締役会

の決議をもって自己株式を買い受

けることができる。 

第７条 当会社は、会社法第165条第２項

の規定により、取締役会の決議を

もって自己の株式を取得すること

ができる。 

（１単元の株式の数及び単元未満株券の不

発行） 

（単元株式数） 

第７条 当会社の１単元の株式の数は、

100株とする。 

第８条 当会社の単元株式数は、100株と

する。 

２．当会社は、１単元の株式の数に満

たない株式（以下「単元未満株

式」という。）に係わる株券を発

行しない。ただし、株式取扱規程

に定めるところについてはこの限

りでない。 

（削 除） 



 

－  － 
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（新 設） （株券の発行） 

 第９条 当会社は、株式に係る株券を発行

する。 

 ２．前項の規定にかかわらず、当会社

は単元未満株式に係る株券を発行

しないことができる。 

（新 設） （単元未満株主の売渡請求） 

 第10条 当会社の株主（実質株主を含む。

以下同じ。）は、その有する単元

未満株式の数と併せて単元株式数

となる数の株式を売り渡すこと

（以下「買増し」という。）を当

会社に請求することができる。 

（新 設） （単元未満株主の権利） 

 第11条 当会社の株主は、その有する単元

未満株式について、以下に掲げる

権利以外の権利を行使することが

できない。 

 (1) 会社法第189条第２項各号に

掲げる権利 

 (2) 取得請求権付株式の取得を請

求する権利 

 (3) 募集株式または募集新株予約

権の割当てを受ける権利 

 (4) 前条に規定する単元未満株式

の買増しを請求する権利 

（名義書換代理人） （株主名簿管理人） 

第８条 当会社は、株式につき名義書換代

理人を置く。 

第12条 当会社は、株主名簿管理人を置

く。 

２．名義書換代理人及びその事務取扱

場のは、取締役会の決議によって

選定する。 

２．株主名簿管理人及びその事務取扱

場のは、取締役会の決議によって

定める。 



 

－  － 
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３．当会社の株主名簿及び実質株主名

簿並びに株券喪失登録簿は、名義

書換代理人の事務取扱場のに備え

置き、株式の名義書換、質権の登

録、信託財産の表示またはこれら

の抹消、株券の不の持、株券の交

付、単元未満株式の買取、届出の

受理、株券喪失登録その他株式に

関する事務は、名義書換代理人に

取り扱わせ、当会社においてはこ

れを取り扱わない。 

３．当会社の株主名簿、実質株主名

簿、新株予約権原簿及び株券喪失

登録簿の作成及び備置きその他こ

れらに関する事務は、株主名簿管

理人に委託し、当会社においては

取り扱わない。 

（株式取扱規程） （株式取扱規程） 

第９条 当会社の株券の種類並びに株式の

名義書換、質権の登録、信託財産

の表示またはこれらの抹消、株券

の不の持、株券の再交付、単元未

満株式の買取、届出の受理、株券

喪失登録その他株式に関する取り

扱い及び手数料は、法令または本

定款のほか、取締役会において定

める株式取扱規程による。 

第13条 当会社の株式に関する取扱い及び

手数料は、法令または本定款のほ

か、取締役会において定める株式

取扱規程による。 

（基準日） （基準日） 

第10条 当会社は、毎年６月30日の最終の

株主名簿及び実質株主名簿に記載

または記録された株主（実質株主

を含む。以下同じ。）をもって、

その決算期に関する定時株主総会

において権利を行使すべき株主と

する。 

第14条 当会社は、毎年６月30日の最終の

株主名簿及び実質株主名簿に記載

または記録された株主をもって、

その事業年度に関する定時株主総

会において権利を行使することが

できる株主とする。 

２．本定款に定める事項のほか、必要

あるときは、取締役会の決議によ

りあらかじめ公告して臨時に基準

日を定めることができる。 

２．本定款に定める事項のほか、必要

ある場合は、取締役会の決議に

よってあらかじめ公告して臨時に

基準日を定めることができる。 

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

（招集） （招集） 

第11条 当会社の定時株主総会は、毎年９

月にこれを招集し、臨時株主総会

は、その必要がある場合に随時こ

れを招集する。 

第15条 当会社の定時株主総会は、毎年９

月にこれを招集し、臨時株主総会

は、その必要がある場合に随時こ

れを招集する。 



 

－  － 
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（新 設） （株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供） 

 第16条 当会社は株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計

算書類及び連結計算書類に記載ま

たは表示をすべき事項に係る情報

を、法務省令に定めるところに従

いインターネットを利用する方法

で開示することにより、株主に対

して提供したものとみなすことが

できる。 

（招集権者及び議長） （招集権者及び議長） 

第12条 株主総会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、それぞれ取締役

会の決議をもって定めた代表取締

役がこれを招集し、議長となる。

第17条 株主総会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、それぞれ取締役

会の決議をもって定めた代表取締

役がこれを招集し、議長となる。 

２．当該代表取締役に事故があるとき

は、あらかじめ取締役会の定める

順序に従い、他の取締役が株主総

会を招集し、議長となる。 

２．当該代表取締役に事故があるとき

は、あらかじめ取締役会の定める

順序に従い、他の取締役が株主総

会を招集し、議長となる。 

（決議の方法） （決議の方法） 

第13条 株主総会の決議は、法令または本

定款に別段の定めある場合のほ

か、出席した株主の議決権の過半

数で行う。 

第18条 株主総会の決議は、法令または本

定款に別段の定めある場合のほ

か、出席した議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の過半数

で行う。 

２．商法第343条の定めによる特別決

議は、総株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その

議決権の３分の２以上で行う。 

２．会社法第309条第２項の定めによ

る特別決議は、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の３分の２以上で行

う。 

（議決権の代理行使） （議決権の代理行使） 

第14条 株主は、当会社の議決権を有する

他の株主を代理人として、議決権

を行使することができる。 

第19条 株主は、当会社の議決権を有する

他の株主１名を代理人として、議

決権を行使することができる。 

２．株主または代理人は、株主総会毎

に代理権を証明する書面を当会社

に提出しなければならない。 

２．株主または代理人は、株主総会毎

に代理権を証明する書面を当会社

に提出しなければならない。 



 

－  － 
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（議事録） （議事録） 

第15条 株主総会における議事の経過の要

領及びその結果については、これ

を議事録に記載または記録し、議

長及び出席した取締役がこれに記

名押印または電子署名するものと

する。 

第20条 株主総会における議事の経過の要

領及びその結果については、これ

を議事録に記載または記録する。 

第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 

（員数） （員数） 

第16条 当会社の取締役は、10名以内とす

る。 

第21条 当会社の取締役は、10名以内とす

る。 

（選任） （選任） 

第17条 取締役は、株主総会において選任

する。 

第22条 取締役は、株主総会の決議によっ

て選任する。 

２．前項の選任決議は、総株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数を

もってこれを行う。 

２．前項の選任決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって

これを行う。 

３．取締役の選任決議については、累

積投票によらないものとする。 

３．取締役の選任決議については、累

積投票によらないものとする。 

（任期） （任期） 

第18条 取締役の任期は、就任後２年内の

最終の決算期に関する定時株主総

会終結の時をもって満了する。 

第23条 取締役の任期は、選任後２年以内

に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の

時までとする。 

２．補欠または増員により選任された

取締役の任期は、他のの任する取

締役の任期の満了すべき時までと

する。 

２．増員により、または任期の満了前

に退任した取締役の補欠として選

任された取締役の任期は、他のの

任する取締役の任期の満了する時

までとする。 

（代表取締役） （代表取締役） 

第19条 当会社を代表すべき取締役は、取

締役会の決議をもってこれを定め

る。 

第24条 当会社を代表すべき取締役は、取

締役会の決議をもってこれを選定

する。 



 

－  － 
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（役付取締役） （役付取締役） 

第20条 取締役会の決議をもって、取締役

会長、取締役社長各１名、取締役

副社長、専務取締役及び常務取締

役各若干名を定めることができ

る。 

第25条 取締役会の決議をもって、取締役

会長、取締役社長各１名、取締役

副社長、専務取締役及び常務取締

役各若干名を選定することができ

る。 

（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長） 

第21条 取締役会は、法令に別段の定めあ

る場合を除き、取締役社長がこれ

を招集し、議長となる。 

第26条 取締役会は、法令に別段の定めあ

る場合を除き、それぞれ取締役会

の決議をもって定めた代表取締役

がこれを招集し、議長となる。 

２．取締役社長に事故があるときは、

あらかじめ取締役会の定める順序

に従い、他の取締役が取締役会を

招集し、議長となる。 

２．当該代表取締役に事故があるとき

は、あらかじめ取締役会の定める

順序に従い、他の取締役が取締役

会を招集し、議長となる。 

（取締役会の招集通知） （取締役会の招集通知） 

第22条 取締役会の招集通知は、会日の３

日前までに各取締役及び各監査役

に対して発する。ただし、緊急の

必要があるときは、この期間を短

縮することができる。 

第27条 取締役会の招集通知は、会日の３

日前までに各取締役及び各監査役

に対して発する。ただし、緊急の

必要があるときは、この期間を短

縮することができる。 

２．取締役及び監査役の全員の同意が

あるときは、招集の手続きを経な

いで取締役会を開くことができ

る。 

２．取締役及び監査役の全員の同意が

あるときは、招集の手続きを経な

いで取締役会を開催することがで

きる。 

（取締役会の決議方法） （取締役会の決議方法） 

第23条 取締役会の決議は、取締役の過半

数が出席し、出席した取締役の過

半数をもってこれを行う。 

第28条 取締役会の決議は、議決に加わる

ことができる取締役の過半数が出

席し、その過半数をもってこれを

行う。 



 

－  － 
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（新 設） ２．当会社は、取締役が取締役会の決

議の目的である事項について提案

した場合において、当該事項につ

いて議決に加わることができる取

締役の全員が当該提案について書

面または電磁的記録により同意の

意思表示をした時は、当該提案を

可決する旨の取締役会の決議が

あったものとみなす。ただし、監

査役が異議を述べた時はこの限り

ではない。 

（取締役会の議事録） （取締役会の議事録） 

第24条 取締役会における議事の経過の要

領及びその結果については、これ

を議事録に記載または記録し、出

席した取締役及び監査役がこれに

記名押印または電子署名するもの

とする。 

第29条 取締役会における議事の経過の要

領及びその結果並びにその他法令

に定める事項については、これを

議事録に記載または記録し、出席

した取締役及び監査役がこれに記

名押印または電子署名するものと

する。 

（取締役会規程） （取締役会規程） 

第25条 取締役会に関する事項は、法令ま

たは本定款のほか、取締役会にお

いて定める取締役会規程による。

第30条 取締役会に関する事項は、法令ま

たは本定款のほか、取締役会にお

いて定める取締役会規程による。 

（報酬） （報酬等） 

第26条 取締役の報酬及び退職慰労金は、

株主総会の決議をもってこれを定

める。 

第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務

執行上の対価として当会社から受

ける財産上の利益（以下、「報酬

等」という。）は、株主総会の決

議をもってこれを定める。 

（取締役の責任免除） （取締役の責任免除） 

第27条 当会社は、商法第266条第12項の

規定により、取締役会の決議を

もって、同条第１項第５号の行為

に関する取締役（取締役であった

者を含む。）の責任を法令の限度

において免除することができる。

第32条 当会社は、会社法第426条第１項

の規定によって、取締役会の決議

をもって、同法第423条第１項の

取締役（取締役であった者を含

む。）の責任を法令の限度におい

て免除することができる。 



 

－  － 
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２．当会社は、商法第266条第19項の

規定により、社外取締役との間

に、同条第１項第５号の行為によ

る賠償責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当該

契約に基づく賠償責任の限度額

は、金500万円以上であらかじめ

定めた金額または法令が規定する

額のいずれか高い額とする。 

２．当会社は、会社法第427条第１項

の規定により、社外取締役との間

に、同法第423条第１項の賠償責

任を限定する契約を締結すること

ができる。ただし、当該契約に基

づく賠償責任の限度額は、金500

万円以上であらかじめ定めた金額

または法令が規定する額のいずれ

か高い額とする。 

第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会 

（員数） （員数） 

第28条 当会社の監査役は、４名以内とす

る。 

第33条 当会社の監査役は、４名以内とす

る。 

（選任） （選任） 

第29条 監査役は、株主総会において選任

する。 

第34条 監査役は、株主総会の決議によっ

て選任する。 

２．前項の選任決議は、総株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数を

もってこれを行う。 

２．前項の選任決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって

これを行う。 

（任期） （任期） 

第30条 監査役の任期は、就任後４年内の

最終の決算期に関する定時株主総

会終結の時をもって満了する。 

第35条 監査役の任期は、選任後４年以内

に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の

時までとする。 

２．補欠として選任された監査役の任

期は、退任した監査役の任期の満

了すべき時までとする。 

２．任期の満了前に退任した監査役の

補欠として選任された監査役の任

期は、退任した監査役の任期の満

了する時までとする。 

（常勤の監査役） （常勤の監査役） 

第31条 監査役は、互選により常勤の監査

役を定める。 

第36条 監査役会は、その決議によって常

勤の監査役を選定する。 

（監査役会の招集通知） （監査役会の招集通知） 

第32条 監査役会の招集通知は、会日の３

日前までに各監査役に対して発す

る。ただし、緊急の必要があると

きは、この期間を短縮することが

できる。 

第37条 監査役会の招集通知は、会日の３

日前までに各監査役に対して発す

る。ただし、緊急の必要があると

きは、この期間を短縮することが

できる。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

２．監査役全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで監査役会

を開くことができる。 

２．監査役全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで監査役会

を開催することができる。 

（監査役会の決議方法） （監査役会の決議方法） 

第33条 監査役会の決議は、法令に別段の

定めある場合を除き、監査役の過

半数をもってこれを行う。 

第38条 監査役会の決議は、法令に別段の

定めある場合を除き、監査役の過

半数をもってこれを行う。 

（監査役会の議事録） （監査役会の議事録） 

第34条 監査役会における議事の経過の要

領及びその結果については、これ

を議事録に記載または記録し、出

席した監査役が、これに記名押印

または電子署名するものとする。

第39条 監査役会における議事の経過の要

領及びその結果並びにその他法令

に定める事項については、これを

議事録に記載または記録し、出席

した監査役がこれに記名押印また

は電子署名するものとする。 

（監査役会規程） （監査役会規程） 

第35条 監査役会に関する事項は、法令ま

たは本定款のほか、監査役会にお

いて定める監査役会規程による。

第40条 監査役会に関する事項は、法令ま

たは本定款のほか、監査役会にお

いて定める監査役会規程による。 

（報酬） （報酬） 

第36条 監査役の報酬及び退職慰労金は、

株主総会の決議をもってこれを定

める。 

第41条 監査役の報酬等は、株主総会の決

議によって定める。 

（監査役の責任免除） （監査役の責任免除） 

第37条 当会社は、商法第280条第１項の

規定により、取締役会の決議を

もって、監査役（監査役であった

者を含む。）の責任を法令の限度

において免除することができる。

第42条 当会社は、会社法第426条第１項

の規定により、取締役会の決議を

もって、同法第423条第１項の監

査役（監査役であった者を含

む。）の責任を法令の限度におい

て免除することができる。 

（新 設） ２．当会社は、会社法第427条第１項

の規定により、社外監査役との間

に、同法第423条第１項の賠償責

任を限定する契約を締結すること

ができる。ただし、当該契約に基

づく賠償責任の限度額は、法令が

規定する額とする。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

（新 設） 第６章 会計監査人 

（新 設） （選任） 

 第43条 会計監査人は、株主総会の決議に

よって選任する。 

（新 設） （任期） 

 第44条 会計監査人の任期は、選任後１年

以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の

終結の時までとする。ただし、任

期が満了する定時株主総会におい

て別段の決議がされなかったとき

は、当該定時株主総会において再

任されたものとみなす。 

第６章 計  算 第７章 計  算 

（営業年度及び決算期） （事業年度） 

第38条 当会社の営業年度は、毎年７月１

日から翌年６月30日までの１年と

し、毎年６月30日を決算期とす

る。 

第45条 当会社の事業年度は、毎年７月１

日から翌年６月30日までの１年と

する。 

（利益配当金） （期末配当金） 

第39条 利益配当金は、毎年６月30日の最

終の株主名簿及び実質株主名簿に

記載または記録された株主もしく

は登録質権者に対して支払う。 

第46条 当会社は、株主総会の決議によっ

て、毎年６月30日の最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または

記録された株主もしくは登録株式

質権者に対し金銭による剰余金の

配当（以下「期末配当金」とい

う。）を支払う。 

（中間配当） （中間配当） 

第40条 当会社は、取締役会の決議によ

り、毎年12月31日の最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または

記録された株主もしくは登録質権

者に対し、中間配当を行うことが

できる。 

第47条 当会社は、取締役会の決議によっ

て、毎年12月31日の最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または

記録された株主もしくは登録株式

質権者に対し、会社法第454条第

５項に定める剰余金の配当（以下

「中間配当金」という。）をする

ことができる。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

（配当金の除斥期間） （期末配当金等の除斥期間） 

第41条 利益配当金及び中間配当金は、支

払開始の日から満３年を経過して

も受領されないときは、当会社は

その支払の義務を免れる。 

第48条 期末配当金及び中間配当金が、支

払開始の日から満３年を経過して

も受領されないときは、当会社は

その支払の義務を免れる。 

 

第３号議案 取締役６名選任の件 

 取締役６名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、

改めて取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。 

 取締役候補者は次のとおりであります。 

候補者 
番 号 

氏 名 
（生年月日） 略歴及び他の法人等の代表状況 

の有する当社
の 株 式 の 数 

１ 
安 田 隆 夫 
(昭和24年５月７日生) 

昭和55年９月 株式会社ジャスト（現株式

会社ドン・キホーテ）設立

代表取締役社長 

昭和58年９月 株式会社リーダー設立 

代表取締役社長（現任） 

平成13年11月 株式会社パウ・クリエー

ション代表取締役社長 

平成16年２月 株式会社ドンキ情報館代表

取締役社長（現任） 

平成16年９月 株式会社パウ・クリエー

ション代表取締役会長（現

任） 

平成17年１月 株式会社ドンキコム代表取

締役会長（現任） 

平成17年８月 コーワ株式会社（現株式会

社セルバンテス）代表取締

役社長 

平成17年９月 代表取締役会長兼CEO（現

任） 

平成17年12月 財団法人安田奨学財団理事

長（現任） 

4,144,000株 

２ 
成 沢 潤 治 
(昭和37年８月23日生) 

平成４年11月 当社入社 

平成５年11月 杉並のの長 

平成７年５月 営業本部長 

平成７年９月 取締役就任（現任） 

第一営業本部長 

平成17年１月 取締役副社長 営業統括 

平成17年９月 代表取締役社長兼COO（現

任） 

20,800株 



 

－  － 
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候補者 
番 号 

氏 名 
（生年月日） 略歴及び他の法人等の代表状況 

の有する当社
の 株 式 の 数 

３ 
髙 橋 光 夫 
(昭和30年３月10日生) 

平成９年７月 当社入社管理本部長 

平成９年９月 取締役就任（現任） 

平成12年２月 経営戦略本部長（現任） 

平成17年１月 専務取締役 

平成17年９月 専務取締役兼CFO（現任）

37,800株 

４ 
大 原 孝 治 
(昭和38年８月23日生) 

平成５年２月 当社入社 

平成５年11月 府中のの長 

平成７年９月 取締役就任（現任） 

第二営業本部長 

平成17年１月 社長室長 

平成17年１月 株式会社ドンキコム代表取

締役社長（現任） 

平成17年９月 会長室長（現任） 

2,000株 

５ 
久保田   清 
(昭和24年１月15日生) 

平成９年７月 株式会社あさひ銀行（現株

式会社りそな銀行）立の支

の支の長 

平成11年７月 当社出向 

業務本部長（現任） 

平成13年９月 当社入社 

取締役就任（現任） 

1,500株 

６ 
稲 村 角 雄 
(昭和36年２月８日生) 

平成７年５月 株式会社住友銀行（現株式

会社三井住友銀行）新宿支

の長代理 

平成12年12月 当社顧問就任 

平成15年４月 当社入社 

経営支援本部長（現任） 

平成16年９月 取締役就任（現任） 

平成18年６月 取締役兼CCO（現任） 

300株 

（注）１．取締役候補者安田隆夫氏は、株式会社パウ・クリエーション、株式会社ドンキ

情報館、株式会社ドンキコムの代表取締役を兼務しており、当社は各社とそれ

ぞれ不動産賃貸、携帯電話の販売、システム保守等において取引関係にありま

す。 

２．取締役候補者大原孝治氏は、株式会社ドンキコムの代表取締役を兼務しており、

当社は同社とシステム保守等において取引関係にあります。 

３．上記以外の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 

 



 

－  － 
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第４号議案 監査役２名選任の件 

 本定時株主総会終結の時をもって現監査役上野 勝氏が任期満了となり、また

監査役高橋睦男氏が辞任いたします。つきましては、監査役２名の選任をお願い

いたしたいと存じます。 

 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 

 監査役候補者は次のとおりであります。 

候補者 
番 号 

氏 名 
（生年月日） 

略歴及び他の法人等の代表状況 
の有する当社
の 株 式 の 数 

１ 
上 野  勝 
(昭和５年12月２日生) 

昭和37年４月 東京の方検察庁 検事（任

官） 

平成元年12月 前橋の方検察庁 次席検事

平成３年12月 静岡の方検察庁 次席検事

平成４年12月 東京高等検察庁 公判部長

平成５年５月 弁護士登録、開業（現任）

平成11年６月 株式会社テクニカルマネー

ジメント（現アドアーズ株

式会社）監査役就任（現

任） 

平成11年９月 当社監査役就任（現任） 

0株 

２ 
田 淵 順 三 
(昭和22年１月８日生) 

昭和52年３月 税理士登録 

昭和57年６月 田淵順三税理士事務の開設

（現任） 

平成11年６月 社団法人日本中古自動車販

売協会連合会監事就任（現

任） 

0株 

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 

２．候補者両氏は、社外監査役の候補者であります。 

 

第５号議案 取締役の報酬額改定及びストックオプションの内容決定の件 

 当社の取締役の報酬額は、平成16年９月28日開催の第24期定時株主総会におい

て、年額４億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）

とする旨ご承認いただき今日に至っております。当社取締役の業績向上に対する

意欲や士気を高めることを目的として、当該取締役報酬額とは別枠で、ストック

オプションとして、当社取締役に対して以下に記載する内容の新株予約権を発行

し、その報酬額を年額５億円以内とするものであります。 

 当該報酬額につきましては、一般的に用いられている公正価格の算定方法に基

づき算出いたします。 

 なお、当社の取締役は現の６名であり、第３号議案が原案どおり承認可決され

ますと、現の同様６名（うち本議案の新株予約権対象者は５名）となります。 



 

－  － 
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 報酬として発行する新株予約権の内容は以下のとおりであります。 

(1) 新株予約権の目的である株式の数 

 当社普通株式200,000株を当事業年度における新株予約権の目的である株式

の総株数の上限とする。 

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的であ

る株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のう

ち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について

のみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2) 新株予約権の総数 

 2,000個（新株予約権１個当たりの目的となる株式数100株。ただし、前項に

定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。）を上限とする。

また、当事業年度において割当てる新株予約権の個数が上限である2,000個に

達しない場合であっても、当事業年度における報酬額の上限（５億円）に達し

た場合、当事業年度における以降の割当ては行わないものとする。 

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１

株当たりの価額に(2)に定める新株予約権１個当たりの目的となる株式の数を

乗じた金額とする。 

 １株当たりの価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が

成立しない日を除く。）の東京証券取引のにおける当社普通株式の普通取引の

終値の平均値に1.025を乗じた金額とする。その結果１円未満の端数が生じた

場合は切り上げるものとする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の東京証

券取引のにおける終値（当日に取引がない場合は、それに先立つ直近日の終

値）を下回る場合は、当該終値とする。 

 なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次

の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げ

るものとする。 
１  

 調整後払込金額＝ 調整前払込金額×
分割・併合の比率 

 また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行（時価発行として

行う公募増資、新株予約権及び新株予約権付社債の新株予約権、旧商法に基づ

く新株引受権、旧商法に基づく転換社債の転換権の行使に伴う株式の発行は除

く。）または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 
    新規発行株式数×１株当たり払込金額 

 
既発行株式数＋

新規発行前の時価 

 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

既発行株式数＋新規発行株式数 

(4) 新株予約権の権利行使期間 

 平成20年10月２日から平成30年10月１日まで 



 

－  － 
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(5) 新株予約権の権利行使の条件 

① 新株予約権を有する者（以下、新株予約権者という。）は、新株予約権の

行使時においても、当社もしくは当社の子会社または関連会社の取締役、執

行役員、監査役または従業員のいずれかのの位を保有していることを要する。 

② 新株予約権の質入れその他の処分及び相続は認めない。 

③ 新株予約権に関するその他の条件については、本定時株主総会決議及び取

締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割

当契約」に定めるところによる。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第40条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分

の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるも

のとする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金

の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本

金の額を減じた額とする。 

(7) 新株予約権の取得事由 

① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株

式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認されたとき

は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

② 新株予約権者が新株予約権を行使する条件に該当しなくなったときは、当

社は新株予約権を無償で取得することができる。 

(8) 新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 

(9) 合併等における新株予約権の交付 

 当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社

を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交

換または株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、

本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等

の新株予約権を交付することができる。 

(10) 新株予約権のその他の内容 

 新株予約権に関するその他の内容については、本定時株主総会後に開催され

る取締役会決議により決定する。 

 

第６号議案 従業員等に対してストックオプションとして発行する新株予約権の

募集事項の決定を取締役会に委任する件 

 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の要領により当社

の使用人（以下「従業員」という。）ならびに当社子会社の取締役及び従業員に

対し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定

を当社取締役会に委任することにつきご承認をお願いするものであります。 



 

－  － 
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１．特に有利な条件による新株予約権の発行を必要とする理由 

 業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社従業員ならび

に当社子会社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を無償で割当てるもので

あります。 

２．新株予約権の内容 

(1) 新株予約権の目的である株式の数 

 当社普通株式1,800,000株を当事業年度における新株予約権の目的である

株式の総株数の上限とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場

合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、か

かる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約

権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2) 新株予約権の総数 

 18,000個（新株予約権１個当たりの目的となる株式数100株。ただし、前

項に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。）を上限と

する。 

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される

１株当たりの価額に(2)に定める新株予約権１個当たりの目的となる株式の

数を乗じた金額とする。 

 １株当たりの価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引

が成立しない日を除く。）の東京証券取引のにおける当社普通株式の普通取

引の終値の平均値に1.025を乗じた金額とする。その結果１円未満の端数が

生じた場合は切り上げるものとする。ただし、当該金額が新株予約権割当日

の東京証券取引のにおける終値（当日に取引がない場合は、それに先立つ直

近日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。 

 なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、

次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り

上げるものとする。 
１  

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額×
分割・併合の比率 

 また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行（時価発行とし

て行う公募増資、新株予約権及び新株予約権付社債の新株予約権、旧商法に

基づく新株引受権、旧商法に基づく転換社債の転換権の行使に伴う株式の発

行は除く。）または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 
    新規発行株式数×１株当たり払込金額 

 
既発行株式数＋

新規発行前の時価 

 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

既発行株式数＋新規発行株式数 

 



 

－  － 
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(4) 新株予約権の権利行使期間 

平成20年10月２日から平成30年10月１日まで 

(5) 新株予約権の権利行使の条件 

① 新株予約権を有する者（以下、新株予約権者という。）は、新株予約権

の行使時においても、当社もしくは当社の子会社または関連会社の取締役、

執行役員、監査役または従業員のいずれかのの位を保有していることを要

する。 

② 新株予約権の質入れその他の処分及び相続は認めない。 

③ 新株予約権に関するその他の条件については、本定時株主総会決議及び

取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び

資本準備金に関する事項 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の

額は、会社計算規則第40条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の

２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げるものとする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備

金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する

資本金の額を減じた額とする。 

(7) 新株予約権の取得事由 

① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる

株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認された

ときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

② 新株予約権者が新株予約権を行使する条件に該当しなくなったときは、

当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

(8) 新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 

(9) 新株予約権の発行価額 

 金銭の払い込みは不要とする。 

(10) 合併等における新株予約権の交付 

 当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当

社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式

交換または株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、

本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等

の新株予約権を交付することができる。 

(11) 新株予約権のその他の内容 

 新株予約権に関するその他の内容については、本定時株主総会後に開催さ

れる取締役会決議により決定する。 

以 上 
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株主総会会場のご案内 

会 場  東京都江東区東陽六丁目３番３号 

ホテルイースト21東京 ３階 東陽の間 

電 話 03（5683）5683（代） 

 

交通のご案内  東京メトロ東西線 東陽町駅下車徒歩７分 


